
令和８年度専攻医採用におけるシーリング

１ 専攻医シーリングについて

平成 30 年度に開始された新専門医制度において、医師の地域偏在・診療科偏在への対策と

して、制度開始当初から、都道府県別診療科別の専攻医採用数に上限を設けるシーリングが実

施されている。

２ 地域医療対策協議会の役割

一般財団法人日本専門医機構が作成する専攻医シーリング案について、都道府県知事が厚生

労働大臣に意見を述べるときは、医師法第 16 条の 10 第４項の規定に基づき、地対協の意見を

聴くこととされているため、協議を行う。

３ 令和８年度専攻医シーリングの主な変更点（資料１-２）

(1)令和７年度までは、「当該都道府県別診療科の平均採用数及び必要養成数」をベースに算

出されていたが、令和８年度は、「当該診療科の全国専攻医採用数及び都道府県人口を加味

すること」を基本とした算出に変更された。

(2)シーリング対象外の都道府県への指導医派遣の実績に応じた加算数が導入された。

(3)特別地域連携プログラムがシーリング内に設置された。

４ 沖縄県のシーリング状況について（資料１-２）

(1)沖縄県の精神科と麻酔科について、「2018 年医師数」が「2018 年必要医師数及び 2024 年必

要医師数」を上回るため、シーリングの対象とされている。

2018 年医師数 2018 年必要医師数 2024 年必要医師数

精神科 270 人 171 人 173 人

麻酔科 123 人 108 人 111 人

(2)令和８年度シーリング数（案）…精神科８人（前年比±０）、麻酔科８人（前年比±０）

通常募集プログラム数 連携等プログラム数 精
神
科
指
定
医

連
携
枠

合計
基本数 加算分 留意分

連携プロ
グラム

（都道府
県限定分
を除く）

連携プロ
グラム

（都道府
県限定
分）

特別地域

連携プロ
グラム

精神科 ８ ７ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ８

麻酔科 ７ ６ ０ １ １※ ０ ０ ０ － ８

※連携等プログラムは、内訳 3種のうち、いずれかを選択可能。

①麻酔科のシーリング数（案）の訂正について

日本専門医機構から当初示されたシーリング数（案）は、p.10 のとおり、７（基本数６、

留意分１）だったが、算出過程に疑義があったため問い合わせたところ、算出誤りであっ

たとの回答があり、上記表のとおり、連携等プログラム数を１追加し、合計８に訂正する

旨回答を得ている。シーリング表は後日訂正される。（R7.8.15 メール連絡）

②指導医派遣の実績による加算数について

沖縄県麻酔科は、指導医派遣の実績による加算数の対象となり、加算数上限１が与えら

れたが、定義を満たす指導医の派遣実績が０だったため、加算数は０となった（p.7 上段）。

資料１
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専攻医シーリングにおける指導医派遣の定義については、下記すべてを満たす場合とさ

れている（p.5 下段）。

（１）医師や派遣先における形態

（イ）原則、各基本領域の専門研修プログラム整備基準に定める専門研修指導医の要件を

満たす医師であること

（ロ）派遣元と派遣先の連携・調整により派遣された医師であること

（ハ）専攻医の指導を行うこと等を通じて、専門研修の充実に資する勤務形態であること

（２）派遣先

（イ）専門研修施設（基幹施設または連携施設）又はその認定を受けようとする医療機関

への派遣であること

（ロ）シーリング対象外の都道府県への派遣であること

離島を多く抱え、沖縄本島自体も離島である沖縄県にとっては、（２）（ロ）が厳しい条

件となっている。

本件に関しては、令和７年度第２回専門研修部会（R7.7.24）において、日本専門医機構

の渡辺理事長も次のように述べている。

「ただし、その例外として、22ページにございますけれども、麻酔科です。沖縄の麻酔科

に関しては実際に派遣実績がないのです。ただし、これに関しては、沖縄県の方に問い合

わせますと、沖縄は離島が多いということで、離島に医師をたくさん派遣しているので、

他の都道府県にまで派遣するのは不可能だということが理由になっております。今後、そ

のことはやはり留意しなければならないことかと考えております。」（議事録より）

③追加審議について（p.7 下段）

令和７年度第２回専門研修部会（R7.7.24）における議論を踏まえ、「専門研修指導医(常

勤)の医師少数区域への派遣実績に応じたシーリング数の追加(案)」が審議、承認されたこ

とにより、対象となる都道府県診療科は当初案にシーリング数が追加されることとなった。

沖縄県麻酔科においては、当初派遣実績も０であったことから、本件も対象外となった。

（参考）沖縄県の精神科及び麻酔科のシーリング状況（過去 3年間実績及び R8シーリング案）

精神科 麻酔科

シーリング数 採用実績 シーリング数 採用実績

採用年度 R5 R6 R7 R8 案 R5 R6 R7 R5 R6 R7 R8 案 R5 R6 R7

通常募集プログラム 7 7 7 8 6 7 7 8 8 8 7 8 8 5

連携等プログラム 1 1 1 1 1 1

子育て支援加算 1

合計人数 9 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 5

５ 関係機関意見（資料１-３）

地対協での協議に先立ち、県内の 19 専門研修基幹施設、沖縄県医師会、沖縄県地域医療支

援センター、沖縄県精神科病院協会及び沖縄県精神科診療所協会へ意見照会を行ったところ、

資料１-３のとおり６機関から意見があった。

６ 沖縄県知事意見案（資料１-４）

関係機関意見及び令和６年度沖縄県知事意見を踏まえ、資料１-４のとおり知事意見案を作

成している。
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2026(令和８)年度の専攻医募集（案）
について

日本専門医機構

1

別添資料１

○ 令和８年度については、今後に向けた運用上の課題の把握等も念頭にしながら、基本的には、令和７年１
月30日医道審議会医師分科会医師専門研修部会において厚生労働省より示された案を踏まえた方針とす
る。

○ 令和７年度のシーリングからの具体的な変更点等は、以下のとおり。

方針（案）

2026年度専攻医募集におけるシーリングについて

2

・ これまでの「当該都道府県別診療科の平均採用数及び必要養成数」ベースの算出から、
「当該診療科の全国専攻医採用数及び都道府県人口を加味すること」を基本とした算出とす
る。
・ 連携プログラムの連携先での研修を含め、地域における専門研修の質の向上を図る観点か
ら、例えば、大学病院等の基幹病院から指導医を地域に派遣した実績を有する場合につい
ては、以下のような観点で定員数への反映を行う。
・ 指導医の派遣に係る実績に応じて、通常プログラムの定員数を増加する。
・ 指導医不足がより顕著な地域への指導医の派遣については、更なる評価を行う。
・ こうした評価に当たっては、連携プログラムの定員数とのバランスの確保やシーリング制
度の趣旨等の観点で、一定の上限を設ける。

通常プログラム

・ 令和７(2025)年度採用までの状況からの激変を緩和する観点で、直近の過去３年間の平均
採用数を満たすまで連携プログラムの定員数の設定を許容する考え方は、維持する。
・ 各プログラムの採用数の比については、激変を緩和する観点から、 令和７(2025)年度のも
のを維持する。
・ 特別地域連携プログラムをシーリング内に設置する。

連携プログラム

・ シーリング数が全国採用数の一定割合に満たない場合の配慮を引き続き実施する。その他
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【令和８年度募集】シーリングの設定方法について①

シーリング対象とする都道府県診療科の選定２．
「平成30年(2018年)の医師数」≧「平成30年(2018年)の必要医師数」

かつ「平成30年(2018年)の医師数」≧「令和６年(2024年)の必要医師数」を満たす都道府県診療科。
※過去３年間（令和５-７年度）の採用数の平均が５人以下の場合は、シーリング対象外とする。
※令和８年度(2026年度)については、「令和４年(2022年)の医師数」＜「令和６年(2024年)の必要医師数」を満たす場合はシーリン
グ対象外とする。

※「医師数」は、いずれも性年齢構成を反映した仕事量に換算した人数。

シーリング対象の診療科 ※変更なし１．
内科、小児科、皮膚科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽
喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、形成外
科、リハビリテーション科の13診療科

例外としてシーリングの対象外とする診療科は、
外科・産婦人科１)、病理・臨床検査２)、救急・総合診療科３)
の６診療科
１)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由
２)専攻医が著しく少数である等の理由
３)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

通常プログラム数の設定３．
（１）通常プログラムの基本数：
当該診療科の過去３年間の全国専攻医採用数の平均×（都道府県の人口/全国の総人口）
※小児科については、（都道府県の15歳未満人口/全国の15歳未満総人口）とする。

（２）通常プログラムの加算数：
（１）の数が、過去３年間の平均採用数に達していない場合、「過去３年間の平均採用数に達しない範囲」かつ

「通常プログラム基本数の1５％までの範囲」で、通常プログラムの加算を可能とする。
※（１）においては、直近の過去3年間平均採用数を超えて設定することを許容。一方で、（２）は過去３年間平均採用数に満たな
い範囲で加算することとする。

3（次ページに続く）

【令和８年度募集】シーリングの設定方法について②

連携プログラムの設置４．
（３）連携プログラムの設置数
３．による通常プログラム数が、過去３年間の平均採用数に満たない場合、過去３年間の平均採用数に達しない範

囲で、連携プログラムの設置を可能とする。
ただし、当該年度の通常プログラムにおける地域貢献率（※）が原則20％以上であることを連携プログラムの設

定のための必須条件とする。
Σ（各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」及び「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間

（※）地域貢献率＝
Σ（各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間）

（４）連携プログラムの内訳の設定
連携プログラムは、令和７年度募集のシーリング数と同様の内容及び比率（設定数）とする。
（イ）連携プログラム（都道府県限定分以外）
（ロ）連携プログラム（都道府県限定分）
（ハ）特別地域連携プログラム

※３．の時点で、直近の過去3年間平均採用数を超えた場合は、連携プログラムは設置されない。
※令和８年度においては、特別地域連携プログラムを連携プログラム（都道府県限定分を含む）へ振替えることを許容。

留意事項
＜シーリング数が全国採用数の一定割合に満たない場合の配慮＞
・算出されたシーリング数が、当該診療科の過去３年間の全国専攻医採用数の平均の1.7%に満たない場合、前回
シーリング数を超えない範囲で通常プログラムを追加することを可能とする。

＜シーリング対象外とする医師＞ ※変更なし
・①又は②の医師のうち、専攻医期間に医師少数区域又は医師少数スポットで専門研修を行う予定の者。
① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した者（修学資金の貸与の有無を問わない）
② 自治医科大学を卒業した医師

・既に基本領域専門医を取得済みのダブルボード取得希望者。 44



シーリングにおける各プログラムについて

5

連携先の研修期間連携先

1年6ヶ月以上足下充足率0.8以下の都道府県都道府県限定分

1年6ヶ月以上シーリング対象外の都道府県
連携プログラム
(都道府県
限定分を除く)

1年以上
足下充足率0.7以下
（小児科は0.8以下）の
都道府県の医師少数区域等

特別地域連携
プログラム

募集や採用にあたり
生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム
整備基準において定められる
地域研修等の要件はある

募集や採用にあたり
生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム
整備基準において定められる
地域研修等の要件はある

通常プログラム

※精神科は、他に精神保健指定医連携枠を設置することが可能。

通常募集
プログラム
（基本数）

連携
プログラム

都道府県
限定分

直近の過去３年間の
平均採用数の
一定割合に満たない分
（各プログラムの割合は、
令和７年度のものを維持）

当該診療科の
直近の過去３年間の
全国専攻医採用数の平均
×（都道府県人口/全国の総人口）

加算分

直近の過去３年間の平均採用数
の一定割合に満たない場合、
所定の要件を満たす場合に加算
（上限あり）

特別地域連携
プログラム

○ シーリングの内訳としては、基本となる「通常プログラム」のほか、採用数の激変緩和の観点から設けられた「連携プログ
ラム」がある。

○ 連携プログラムには、地域医療に資する観点から、シーリング対象外の都道府県での一定期間の研修を設けており、さら
に一部のプログラムについては連携先都道府県を足下充足率の低い地域に指定している。

○ さらに、令和５(2023)年度専攻医採用から導入された特別地域連携プログラムは、足下充足率が低い都道府県の医師少
数区域に指定している。

○ 令和８年度においては、特別地域連携プログラムを連携プログラム（都道府県限定分を含む）へ振替えることを許容。

【令和８年度募集】専門研修指導医の派遣実績の定義等
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○ 専門研修指導医の派遣実績とするのは、以下の（１）と（２）のいずれも満たす場合とし、実績を収集した。

（イ）専門研修施設（基幹施設または連携施設）又はその認定を受けよ
うとする医療機関への派遣であること

（ロ）シーリング対象外の都道府県への派遣であること

（イ）原則、各基本領域の専門研修プログラム整備基準に定める専門研修
指導医の要件を満たす医師であること

（ロ）派遣元と派遣先の連携・調整により派遣された医師であること

（ハ）専攻医の指導を行うこと等を通じて、専門研修の充実に資する勤務
形態であること

具体例
・ 派遣元から、出向等の形式で異動した上で、所定の期間が経過した後
に派遣元に戻る予定の医師

・ その他、派遣元から専攻医を受け入れて指導を行っているなど、専門
研修環境の向上に資する医師

・ いわゆる医局からの派遣も実績の対象としてよい
留意事項
・ 双方の合意形成の元で派遣されている医師に限ること。調整の事実が
ないことが疑われる場合は改めて確認する場合がある。

具体例
・ 常勤/非常勤の勤務形態や、派遣期間によらず、専攻医の指導に当た
ることが想定される場合

・ 週当たり勤務日数が週５日未満の場合や月単位の勤務（例：週３日の
非常勤勤務を６か月間行う場合など）であっても、専攻医の指導を担当
しうる場合

留意事項
・ 週あたり派遣日数については、概ね半日（午前または午後）以上の勤
務を１日とカウントする。

・ 派遣期間については、概ね半月以上を１か月とカウントする。
・ 常勤医とは、派遣先で週32時間以上勤務する医師を指す。

留意事項
・ 報告時点で研修施設となっていないものの、指導医が派遣される
ことにより、研修施設の要件を満たし、研修施設としての学会の認
定を受けようとしている場合も、研修施設への派遣実績に含める。

具体例
・ 連携プログラム等の連携先要件を満たす地域への派遣

留意事項
・ 指導医と専攻医が共に派遣先（連携先）で勤務することが望ましい
が、指導医単独での派遣も実績に含めることができる。

・ 派遣先については、派遣元の研修プログラムの連携施設のみなら
ず、他のプログラムの基幹施設や連携施設も実績に含めることが
できる。

（１）医師や派遣先における勤務形態 （２）派遣先
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【令和８年度募集】専門研修指導医の派遣実績の枠数への換算

7

○ 専門研修指導医の派遣実績とするのは、以下の（１）と（２）のいずれも満たす場合とし、実績を収集した。

（１）全派遣実績については、１人年に対し、0.5枠に換算する。
（２）より高い評価を行うこととした「指導医派遣のニーズがより高い地域への派遣」に該当する地域は、「足下充足率0.7

以下の都道府県」とし、この地域への派遣実績は、１人年に対し、さらに0.5枠分の換算を可能とする。

（全派遣実績(人年)）× 0.5枠
＋（足下充足率0.7以下の都道府県への派遣実績(人年)）×0.5枠

１．指導医派遣実績の加算枠数への換算方法

加算数の上限は、通常プログラム基本数の15％分とし、この上限の範囲内で、上記１．の換算枠数の加算を可能とする。

２．加算数について

令和８年度の換算後枠数及び加算数を別紙に示す。

３．令和８年度の加算数

専門研修指導医の派遣実績及び加算数

8

④③②①

加算数

実績の加算
数への換算
（②×0.5
＋④
×0.5）

③による派
遣実績

（人・年）

派遣医師人数（人）
のうち、派遣先が足
下充足率0.7以下へ
の派遣（人）

①の派遣
実績
（人・
年）

加算上限都道府県領域

50649415543884126550東京都内科
913321232453039京都府内科
865371261738大阪府内科
3622993和歌山県内科
6109002192406岡山県内科

1849119715518福岡県内科
360011113長崎県内科
961111222349東京都小児科
5241147625東京都皮膚科
180015521京都府皮膚科

1080131514716910東京都精神科
1300551石川県精神科
1351168731岡山県精神科
24008102福岡県精神科
1112291佐賀県精神科

121776912028540612東京都整形外科
2470093982京都府整形外科
458221141474福岡県整形外科

次項に続く6



専門研修指導医の派遣実績及び加算数（続き）

9

④③②①

加算数

実績の加算
数への換算
（②×0.5
＋④
×0.5）

③による派
遣実績

（人・年）

派遣医師人数
（人）のうち、派
遣先が足下充足率
0.7以下への派遣

（人）

①の派遣
実績
（人・
年）

加算上限都道府
県領域

652271021676東京都眼科
1170035501京都府眼科
3160032403大阪府眼科
4383673894東京都耳鼻咽喉科
2200572愛知県耳鼻咽喉科
1190037391京都府耳鼻咽喉科
1370073771京都府泌尿器科
41741201502282904東京都脳神経外科
699831431162046東京都放射線科
163221251441京都府放射線科
1210042421岡山県放射線科
1163329351福岡県放射線科
81201022421372908東京都麻酔科
2291756762京都府麻酔科
14678851221岡山県麻酔科
0000001沖縄県麻酔科
445101380944東京都形成外科
288118122兵庫県形成外科

236202251562東京都リハビリテー
ション科

専門研修指導医 (常勤 )の医師少数区域への派遣実績
に応じたシーリング数の追加 (案 )

1

⑷⑶⑵⑴⑷⑶⑵⑴

追加数(案)⑵/⑴

全派遣実績
のうち、医
師少数区域
に週５日派
遣している
派遣実績
(人・年)

加算上限都道府県領域追加数(案)⑵/⑴

全派遣実績
のうち、医
師少数区域
に週５日派
遣している
派遣実績
(人・年)

加算上限都道府県領域

1136東京都眼科228650東京都内科
0001京都府眼科33299京都府内科
0003大阪府眼科0008大阪府内科
2274東京都耳鼻咽喉科1123和歌山県内科
1112愛知県耳鼻咽喉科44236岡山県内科
1221京都府耳鼻咽喉科00318福岡県内科
1551京都府泌尿器科0003⾧崎県内科
48324東京都脳神経外科22209東京都小児科
44246東京都放射線科1145東京都皮膚科
0001京都府放射線科1111京都府皮膚科
0001岡山県放射線科221710東京都精神科
1331福岡県放射線科0001石川県精神科
55438東京都麻酔科119191岡山県精神科
0002京都府麻酔科1122福岡県精神科
0001岡山県麻酔科1221佐賀県精神科
0001沖縄県麻酔科333612東京都整形外科
44144東京都形成外科0002京都府整形外科
1122兵庫県形成外科1144福岡県整形外科

2362東京都リハビリ
テーション科

※1 「⑴加算上限」は、通常プログラム加算数を設定する際の上限。
※2 ⑵は、専門研修指導医を、シーリング対象外の都道府県の医師少数区域に、常勤に相当する週5日、派遣している実績。
※3 「⑷追加数(案)」は、「⑴加算上限数」と「⑵医師少数区域への常勤の指導医派遣実績」の比率（ =⑶ ）をもとに、上限を「⑴加算上限」の値と
し、算出。追加数(案)の合計は50枠となり、通常プログラムのシーリング数2,071の３％未満となる。なお、追加する枠数は、次年度以降のシーリ
ング数算出の際の採用実績には計上しないものとする。

資料
１－４
(追加資料)

令和７年度第２回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
令 和 ７ 年 ７ 月 2 4 日
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厚生労働省 医政局

令和８（2026）年度シーリング等に関する論点

令和７年度第２回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

資料
１－３

令 和 ７ 年 ７ 月 2 4 日

令和８年度シーリング等に関する論点

【論点】

○ 令和８年度募集は、見直しを取り入れ行われる初回の募集となるため、令和９年度以降に向けては、指導医派

遣実績の収集等を含む運用や、その他の現場における課題の有無の把握等を行うことが重要ではないか。

○ 加算上限数に比して多くの派遣を行っている場合があることが明らかになったことを踏まえ、特に医師少数区

域に対して、加算上限数に比して大きい割合で常勤の指導医を派遣している都道府県に対しては、その比率に応

じて、シーリング数を追加することについてどう考えるか。その際、シーリング数全体への大きな影響を及ぼさ

ないよう上限を設定するとともに、追加した枠による採用はシーリング数算出時に用いる採用実績には含めない

こととしてはどうか。

○ あわせて、指導医派遣の実績については、現場で聞かれた課題や負担軽減の観点も踏まえ、実績を収集する頻

度や方法等についても、今後必要な検討を行う方向性をどう考えるか。 2

【現状のまとめ】

○ 令和８（2026）年度専攻医募集については、日本専門医機構及び基本領域学会において、本部会における

シーリングの仕組みの見直しの議論を踏まえ、基本的には提示した案に沿った形で準備が進められているところ。

その中では、令和８年度の特別地域連携プログラムを連携プログラムに振り替えることを許容する等、現場の負

担に配慮した経過措置も設けており、令和９年度以降に向けた円滑な運用が期待されるところ。

○ また、通常プログラム加算数の算出の根拠となる指導医派遣の実績が把握され、一部の都道府県診療科におい

ては、加算上限数に比して多くの派遣を行っており、特に医師少数区域への派遣の実態についても明らかとなっ

た。こうした都道府県を越えた指導医の派遣は、幅広い地域での専門研修の充実に資することはもとより、医療

提供体制の確保の観点からも重要と考えられる。また、常勤の指導医については、専攻医の受け入れを求める地

域から高いニーズがあると考えられる。
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数
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ち
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算
分

う
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分

う
ち
連
携
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ロ
グ
ラ
ム
（
都
道
府

県
限
定
分
を
除
く
）

う
ち
都
道
府
県
限
定
分

う
ち
特
別
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

北海道 1.00 0.95
青森県 0.81 0.81
岩手県 0.72 0.71
宮城県 0.89 0.90
秋田県 0.97 1.03
山形県 0.96 0.99
福島県 0.83 0.80
茨城県 0.62 0.69
栃木県 0.65 0.72
群馬県 0.85 0.84
埼玉県 0.73 0.71
千葉県 0.75 0.75
東京都 1.22 1.24 74 64 10 0 24 6 6 13 0 98 連携枠端数－1
神奈川県 0.91 0.93
新潟県 0.68 0.67
富山県 0.88 0.91
石川県 1.02 1.00 9 5 1 3 2 0 0 2 0 11
福井県 0.90 0.87
山梨県 0.83 0.89
長野県 0.81 0.81
岐阜県 0.66 0.72
静岡県 0.71 0.71
愛知県 0.80 0.79
三重県 0.91 0.85
滋賀県 0.75 0.80
京都府 1.02 0.99
大阪府 0.90 0.87
兵庫県 0.87 0.87
奈良県 0.97 0.93
和歌山県 0.80 0.84
鳥取県 1.10 1.15
島根県 1.17 1.23
岡山県 1.17 1.15 9 8 1 0 1 0 0 1 1 11
広島県 0.97 0.92
山口県 1.07 1.11
徳島県 1.19 1.30
香川県 1.07 1.19
愛媛県 0.77 0.85
高知県 1.19 1.34
福岡県 1.33 1.33 25 23 2 0 0 0 0 0 0 25
佐賀県 1.35 1.49 5 4 1 0 4 0 0 4 0 9
長崎県 1.18 1.21
熊本県 1.40 1.30 13 8 0 5 0 0 0 0 0 13
大分県 1.16 1.13
宮崎県 1.22 1.29
鹿児島県 1.20 1.23
沖縄県 1.58 1.58 8 7 0 1 0 0 0 0 0 8

143 119 15 9 31 6 6 20 1 175

※備考欄に記載の「連携枠端数」は、各連携プログラムの枠数を2025(令和７)年度の各連携プログラムの枠数の割合に応じて算出し四捨五入す
るために生じる端数（本来設定可能な枠数である「連携等プログラム数」から、算出した各連携プログラムの枠数の合計を引いた差分）であ
り、各連携プログラムの実際の枠数の設定においては、「-１」の場合はいずれかの連携プログラムを記載の数字より１枠減らし、「＋１」の
場合はいずれかの連携プログラムの枠を記載の数字より１枠増やす必要があることを示している。

日本専門医機構　2026年度プログラム募集シーリング数(案)
精神科

通
常
募
集
プ
ロ
グ
ラ
ム
数

連
携
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
数

精
神
科
指
定
医
連
携
枠

シ
ー
リ
ン
グ
数
合
計

（
通
常
＋
連
携
等
＋
指
定
医
連
携
枠
）

備
考
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連
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ラ
ム
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道
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県
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分
を
除
く
）

う
ち
都
道
府
県
限
定
分

う
ち
特
別
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

北海道 1.21 1.21 20 20 0 0 0 0 0 0 20
青森県 0.68 0.67
岩手県 0.57 0.57
宮城県 0.88 0.88
秋田県 0.60 0.56
山形県 0.62 0.64
福島県 0.67 0.67
茨城県 0.66 0.70
栃木県 0.92 0.92
群馬県 0.93 0.90
埼玉県 0.70 0.70
千葉県 0.74 0.67
東京都 1.21 1.25 63 55 8 0 14 3 5 6 77
神奈川県 0.96 0.94
新潟県 0.54 0.57
富山県 1.00 0.99
石川県 0.98 1.00
福井県 0.81 0.80
山梨県 0.84 0.97
長野県 0.88 0.83
岐阜県 0.56 0.56
静岡県 0.70 0.67
愛知県 0.82 0.81
三重県 0.49 0.51
滋賀県 0.91 0.90
京都府 1.17 1.17 12 10 2 0 0 0 0 0 12
大阪府 1.06 1.07 34 34 0 0 0 0 0 0 34
兵庫県 1.00 1.00
奈良県 0.84 0.84
和歌山県 0.84 0.83
鳥取県 0.95 1.00
島根県 1.27 1.36
岡山県 1.27 1.21 8 7 1 0 7 1 2 5 15 連携枠端数－1
広島県 0.96 0.93
山口県 0.84 0.86
徳島県 0.90 1.02
香川県 1.12 1.12
愛媛県 0.77 0.85
高知県 1.04 1.11
福岡県 1.11 1.10 20 20 0 0 0 0 0 0 20
佐賀県 1.05 1.07
長崎県 0.88 1.02
熊本県 1.02 1.04
大分県 1.00 0.99
宮崎県 0.90 0.88
鹿児島県 0.98 0.97
沖縄県 1.19 1.13 7 6 0 1 0 0 0 0 7

164 152 11 1 21 4 7 11 185

※備考欄に記載の「連携枠端数」は、各連携プログラムの枠数を2025(令和７)年度の各連携プログラムの枠数の割合に応じて算出し四捨五入するために生じる端数（本
来設定可能な枠数である「連携等プログラム数」から、算出した各連携プログラムの枠数の合計を引いた差分）であり、各連携プログラムの実際の枠数の設定において
は、「-１」の場合はいずれかの連携プログラムを記載の数字より１枠減らし、「＋１」の場合はいずれかの連携プログラムの枠を記載の数字より１枠増やす必要があ
ることを示している。

日本専門医機構　2026年度プログラム募集シーリング数(案)
麻酔科
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関係機関意見

診療科/

関係機関名
意見・提案

精神科/

県立精和病院

沖縄県の正確な精神科医療の現状は、現行案のシーリング計算方式では拾

いきれず、安定した医療体制の確保が困難となり、医療崩壊の危機に直面し

ている地域がある。現行案の計算上だけに頼るシーリング数の決定を見直し、

島嶼県という特殊な地理的事情がある沖縄県でも安定した医療確保が可能に

なる方式に改善してほしい。

シーリング制度は都道府県単位で医師の偏在化を防ぎ、均等化を目的とす

るものであるが、都道府県単位での医師数を基本に、シーリングを行うことによ

って、現実的にはシーリング制度施行前まで維持されてきた医療が、一部の地

域では継続できなくなり、医療存続の危機に瀕しているところもある。

精神科医師の充足地域とされている沖縄県は、大多数の他都道府県と比べ

多くの離島を抱えている特殊な事情があり、県内での離島をはじめとした僻地

における精神科医師の偏在化は深刻な問題となっている。計算上は全国でも

有数の精神科医が充足している地域とされているが、実際に県内の精神科医

師数は均等化されず、離島および本島北部の僻地の精神科医療体制は県全

体と比べると乖離しており、精神科医師は極端に少なく常に不足し、その医療

体制は極めて貧困な状況にある。沖縄県の精神科医師の実態は、那覇市及

び本島中南部地域を中心とする都市部に集中し、離島や本島北部地域の僻

地は少なく、また外来医療のみを行うクリニックの比率が高いため、入院医療を

担う精神科医師の数は不足し定着も困難な状況にある。

当院は離島の総合病院精神科と連携した精神科領域専門研修プログラム

を持つが、離島を除く都市部中心型のプログラムをもつ他の専門医研修基幹

病院のプログラムを希望する医師も多く、シーリング制度の存在により、多くの

専攻医が離島での精神科研修を経ずに専門医研修を修了することになる。離

島の地域医療に興味を持つ希望者がいても、他基幹病院とシーリングの枠内に収

めるため、離島、僻地の病院のニーズあるいは研修志望の医師の存在があっても希

望に沿って受け入れることができない現状にある。必然的に離島への継続的、安定的

な精神科医師の配置も困難となる状況にある。

沖縄県は、全国の島嶼地域の中でも宮古や八重山のように比較的大きな規模の総

合病院精神科を抱えており、精神科医療体制の安定した維持がなされないと影響を

受ける県民も多数に及ぶ。

シーリングが行われる前まで何とか維持されてきた離島、僻地への県外からの医師

の派遣も、一元的には沖縄県は精神科医師充足県ということで近年離島の精神科医

師の撤退が加速し、深刻な問題になっている。シーリングにより精神科医を志す専攻

資料１-３
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医が地域医療に携わる機会を失うことにもなりかねず、県全体で均質な精神科医療体

制の確立を目指すことにも反する。

そのため、沖縄県においては精神科に関し画一的な計算上のシーリング数の決定

を撤廃するか、計算上ではかり、汲み取ることのできない事情がある医療が逼迫した地

域を救う、何らかの救済、特別措置を追加してほしい。

地域の医療現場の現状を総合的に詳細に正確に分析し、長期的な視点で過去にシ

ーリングを外した他の都道府県の前例を含め、地域の特殊性も充分踏まえたうえで、

沖縄県の精神科医師のシーリングの適応を検討してほしい。

精神科/

琉球病院

沖縄県の精神科専門研修プログラムのシーリング数の増加をお願いします。

できれば、シーリング枠の撤廃を望みます。

沖縄県は、東西約 1,000km、南北約 400km に及ぶ広大な海域に点在する多

数の島々から構成されており、沖縄振興特別措置法に規定する離島は、54 島

であり、そのうち、有人島は 38 島、無人島は 16 島です。このように離島を多く

抱える離島県であるという特殊事情があります。

精神医療については、多くの精神医療機関が沖縄本島の中南部に集中して

おり、沖縄本島北部と離島には精神医療機関はかなり少ない状況です。具体

的に言うと、精神科病院 25 病院中、沖縄本島北部に 2 病院、宮古島に 1 病

院、八重山に 1 病院であり、残りの 21 病院が沖縄本島中南部に集中していま

す。精神科クリニックについても同様の傾向で、61 の精神科クリニックのうち、

沖縄本島北部に２、宮古島に 1、八重山に１、久米島に 1 で、残りの 56 が沖縄

本島中南部に集中しています。このように地域偏在が著しい状況です（沖縄県

「こころの支援機関リスト」令和 7 年 7 月 14 日時点より）。このような中、特に離

島の精神医療を担う医師は少なく、毎年医師確保に難渋している状況です。

具体的に言うと、県立宮古病院と県立八重山病院にそれぞれ 4 人ずつの精神

科医師の定数がありますが、ここ数年はそれぞれの病院で次年度の医師が 0

になる危機的状況を迎えることを繰り返しており、県立病院医師の定年を延長

しての派遣や地域枠医師の派遣、自治医科大学出身医師の派遣、他県の公

的病院医師の支援などでかろうじて賄っている状態です。長期的に維持するこ

とは困難であり、地域医療の崩壊が懸念される状況です。宮古島、八重山のさ

らに先にある小さな離島においては、さらにその余波を受けることは確実です。

離島医療の維持を図るためには、一定以上の若手の医師数がないと賄うこと

ができません。

よって、シーリング数の増加、または撤廃をお願いいたします。
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精神科/

沖縄県精神科病

院協会

沖縄県における精神科専攻医シーリング制度の改善に向けた提案

（1）島嶼県特別枠の創設

隣県との制度的連携が不可能な沖縄県に対しては、特別措置として「島嶼

県特別専攻医枠」を別建てで設定すべきである。

（2）遠隔指導・巡回支援の評価制度化

遠隔指導やオンライン研修、短期巡回指導等も、一定条件下で指導医派遣

として評価し、加算の対象に含めるべきである。

（3）県独自の連携型専門研修プログラムの推進

琉球大学を中心に、県内全域を網羅する精神科専攻医研修ネットワークを

構築し、離島・地域研修も選択可能とするモデルを整備する。

（4）例外申請制度の明文化と運用ガイドの簡素化

シーリングの緩和申請手続きについて、地理的条件や人口動態に応じた

「明文化された例外規定」を設け、都道府県レベルの裁量を拡充する必要が

ある。

（5）精神科医師のキャリア支援とインセンティブ強化

離島・過疎地域での研修・勤務に対しては、奨学金返済免除や専門医取得

支援などのインセンティブ制度を導入し、若手医師の定着を促す仕組みが

求められる。

1．はじめに

2026 年度より適用予定の新しい専門医制度では、専攻医の偏在是正を

目的に、地域・診療科別の「採用上限枠（シーリング）」が引き続き設定され、

加えて指導医の派遣実績に基づく加算制度が新設される。

しかし、この制度は全国一律の枠組みによって運用されるため、地理的に

孤立した島嶼県である沖縄県にとっては、医師の育成・配置の実態と著しく

乖離した制度設計となっている。特に精神科は、地域密着性と継続性が重

視される領域であり、医療ニーズの増加にもかかわらず、専攻医の採用数が

制度上制限されている現状は早急な見直しが必要である。

さらに、沖縄での研修に志を持つ知識欲・臨床意欲の高い研修医や専攻

医たちが、自らの学びと地域貢献の機会を制度的に制限されてしまう状況

は、医療人材確保という本来の目的に逆行するものである。

2．沖縄県の精神科医療の現状と若手医師にとっての魅力

沖縄県では、那覇・中部を中心とする都市部での人口増加と、離島地域

での高齢化が同時進行しており、精神科医療の需要は年々高まっている。

認知症高齢者の増加、青年期精神疾患の増加、そしてアルコール・依存症

など地域に根差した問題が複合的に存在することから、臨床的に多様な経

験を積めるフィールドが整っている。

実際、那覇市など南部圏域における精神科の病床数や医療機関は全国
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水準を上回っており、急性期から慢性期、地域移行支援まで一貫したケアモ

デルに触れることができる。

また、宮古・八重山などの離島地域では、数少ない精神科医が地域全体

のニーズに対応しており、研修医にとっては「地域の中で医師としての役割

を自ら創り出す」経験が得られる点も大きな魅力である。

このような教育的価値の高い地域での研修機会が、制度的制限によって

門戸を狭められている現状は、若手医師の成長機会を妨げ、地域医療の将

来にも影響を及ぼす。

3．シーリング制度の現状と制度的不公平性

精神科専攻医の採用枠は、令和 2 年の実績（沖縄県では約 7～8 名）を

基に上限が設定されており、たとえ希望者が多数いても採用できる数は制限

される。令和 8 年度制度では、指導医の派遣実績に応じて最大 15％の加算

が可能とされているが、算定条件には「足下充足率 0.7 以下地域」への派遣

が重視されており、沖縄県内だけで完結する医療圏では、加算の適用に限

界がある。

一方で、関東や関西のように、シーリング対象外地域と連携して実質的な

採用枠の拡大を実現している都道府県もある。これにより、全国の制度運用

が地域の地理的条件により「実質的な拡大地域」と「制度的孤立地域」に分

断されている状況が生まれている。

4．若手医師の成長機会と制度設計の矛盾

沖縄での精神科研修を希望する若手医師の多くは、次のような志向を持

っている。

* 多様なケースに触れ、地域に根差した臨床を経験したい

* 離島・へき地医療に貢献し、医師としての使命感を育てたい

* 家庭医的・包括的な精神科医療を学びたい

こうした若手医師の思いに応え、沖縄での研修環境を整備・拡大していく

ことは、制度的な柔軟性なしには実現できない。現状のままでは、「学びたい

医師がいる」「育てる体制がある」「ニーズもある」にもかかわらず、制度だけ

がそれを遮る構図となっている。

5．結語

沖縄県における精神科医療の課題は、単なる人員不足ではなく、「育てた

い」「働きたい」「学びたい」という意志を持つ医師たちの機会が、制度によっ

て抑制されている構造にある。

今こそ、制度と実情の間にある隔たりを埋め、地域のニーズと若手医師の

成長意欲が一致する持続可能な人材育成体制を確立すべき時である。

この提案が、制度設計の見直しと地域精神医療の充実の一助となることを

期待する。
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精神科/

沖縄県精神科診

療所協会

現在の沖縄県のシーリング枠を 8 から 10 に引き上げ、県立宮古病院精神

科、県立八重山病院精神科で、専攻医が研修を積みながら、離島・へき地の

精神科医療供給体制を強化し、ひいては、沖縄県が精神科後期研修の地とし

て選ばれる地域になるよう、独自の魅力的な離島・へき地・総合病院・精神科

救急（航空機搬送を含む）研修病院、としての魅力を発信することを可能にす

る。

沖縄県には離島へき地が多く、2024 年現在、沖縄本島に 137 万人の人口、

県民の約 92.5％が居住しているものの、宮古群島、八重山群島にも、それぞ

れ、55,00 人程（3.7％）の住民が居住しており、中心地の宮古本島、石垣島は

離島の離島群を抱えている。両地域に単科の精神科病院は無く、総合病院に

付設された精神科病床が、入院・外来精神医療を提供しているものの、医師不

足により十分な医療を提供できていない。精神科診療所も那覇市で人口 1 万

人に 1 カ所の割で存在する一方、宮古・八重山はそれぞれ、5 万人に 1 カ所

であり、十分な医療を提供できていない。そこで、シーリングを 10 に増やし、特

別地域連携枠等の形で、東京都などの大都市圏から離島へき地での研修を

希望する専攻医の受入れを可能とすることで、医師不足の一端を軽減すること

に寄与すると考える。離島へき地は若手医師に活躍するチャンスを与え、かつ

地域に対する重い責任を実感させる場所でもあるので、指導医体制が整え

ば、後期研修の場所の一つにふさわしい。しかも総合病院の精神科であるた

め、一般的な入院・外来診療のみならず、リエゾン医療や 24 時間アクセスでき

る救急室と連携して、精神科救急医療を学ぶ機会も多くなり、研修施設として

大変魅力的な所である。ひいては沖縄県内の精神科専攻医が増えることで、

専門医に若干の余裕が生まれ、精神科診療所の外来医療に関与する機会が

生まれ、1-2 ヶ月待ちの精神科診療需要を緩和できると考えるからである。
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麻酔科/

琉球大学病院

沖縄県の医療の特徴は、沖縄県が島嶼県であり離島に医療を提供しなけれ

ばならないということである。日本国内には手術が可能な離島は 9 つ（佐渡島、

大島、淡路島、五島列島、対馬、奄美大島、徳之島、宮古島、石垣島）あり、そ

のうち宮古島、石垣島が沖縄県に存在しています。宮古島（人口約 49000 人）

の県立宮古病院には琉球大学病院麻酔科の麻酔科医が 1994 年から常勤医

として派遣され現在では年間 1200 件以上の手術を 2-3 名の常勤麻酔科医

（約 2 年ごとのローテーション）が対応しています。石垣島（人口約 49000 人）の

県立八重山病院にも琉球大学病院麻酔科の麻酔科医が 1998 年から常勤医と

して派遣した実績があり、現在では 1000 件以上の手術麻酔を 2 名の常勤麻

酔科医（必要麻酔科医師数は 3 名）が担っています。

沖縄県の離島医療は宮古島、石垣島を含む先島諸島の 10 万人以上の島

民の周術期管理を行うこの 2 病院に大きく依存し、そこに派遣される麻酔科医

の存在はその存続に大きな影響を与えるものです。沖縄本島における継続的

な麻酔専門医育成に加え、宮古島・石垣島へ派遣される麻酔科医を継続的に

維持するためには、さらに新たな麻酔科医師を養成し、専門医へと育成させな

ければなりません。

このような状況を鑑み、沖縄県にかかる麻酔科後期研修医のシーリングを再

考していただき、当面のシーリング枠の増員あるいはシーリング自体を沖縄県

から外すことを要望いたします。

麻酔科/

友愛医療センタ

ー

沖縄県全体のシーリング枠を増やすか、本島 に偏在している 医師を離島

に配置する策を講じてほしい。

沖縄本島は言うまでもなく、離島もある程度の範囲内で区切った場合には充

足しているように見えるかもしれません。しかし、手術の数そのものに対する麻

酔科医の数ではなく、夜間に働いた後や余暇などで休んでも、ちゃんと現場が

回る人数まで考慮した人数にはまだ達していないのが現状です。 小さな子ど

もがいる先生は育児短時間勤務制度の利用もあります。

県全体のシーリング枠を増やすことで離島に回せる人数を確保してもらうの

か、離島に回す前提での枠を新たに作るのか、何か有効な対策 を考えていた

だきたいです。

医師が休む時には手術制限が起きることがあるので、 離島の医療崩壊を起

こさずに、医師を含めた医療者の働き方改革 を維持していくためにもご一考く

ださい。

県立八重山病院の窮状はこちらにも届いておりますし、先日に関係者の方

から麻酔科応援のお話も頂きました。当院は子育てのために時短勤務の麻酔

科医も多いのですが、余裕のない中でもなんとか八重山病院の麻酔科医を支

えていけるのか思案中です。

シーリングは働き方改革により大学が他の病院から麻酔科医を引き上げたこ

とを勘案されていないようです。
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（案）

国から都道府県への協議に関する意見

都道府県 名： 沖縄県

１．令和８（2026）年度シーリング案に関する意見

１ シーリングの撤廃について

沖縄県は、東西約1,000㎞、南北約400㎞の広大な海域に点在する有人離島38島、無人

島100島余りの多数の島々から構成されており、我が国唯一の島嶼県としての地理的特殊

性を有している。また、沖縄本島自体も離島のため近隣県である鹿児島県との距離が約

660㎞と遠く離れ、他の島嶼県とも異なった地理的特殊性を有することから、地域完結型

の医療提供体制を維持するのに必要となる医師数を引き続き確保する必要がある。

医療現場からは現場感覚と異なり医師が足りていないとの声があることから、シーリ

ング設定の根拠である医師数や必要医師数について、実働数を適切に反映させた上で制

度設計を行っていただきたい。

以上のことから、島嶼県である本県の実情や実働数を踏まえた地理的加算を採用し、

精神科専攻医及び麻酔科専攻医の採用におけるシーリングの撤廃を要望する。

２ 指導医派遣実績に係る加算について

今回導入された指導医の派遣実績による加算分について、沖縄県麻酔科は加算数上限

１のところ、シーリング対象外の都道府県への指導医派遣実績が０のため加算数を得ら

れなかったが、沖縄県においては、沖縄本島から約300㎞離れた宮古島等（本州であれば

東京－名古屋間の距離に相当）の離島に医師を派遣しており、他県にまで派遣すること

が難しいという地理的特殊事情を抱えている。

派遣実績による加算については、「シーリング対象外の都道府県への派遣であること」

という条件があり、本土の陸続きで隣接している県の場合は県境を越えて通うことも可

能と思われるが、沖縄県はそもそも他県と隣接しておらず、県外に通うことは地理的条

件から到底出来ないため、本条件においてとても不利な状況となっている。

また、精神科においても、離島である宮古島、石垣島における指導医の確保に苦慮し

ている。離島における医療提供体制の確保は、住民の定住条件を整備し、安心して暮ら

せる環境を確保する上で不可欠であることから、年間を通して精神科指導医を配置し、

専攻医や研修医等が学びながら地域医療に貢献できる環境の整備が必要となる。

以上のことから、これら沖縄県の地理的特殊性について考慮し、シーリング対象の県

においても、県内外の医療機関から指導医を離島へ派遣した場合には、派遣実績による

加算の対象としていただきたい。

【麻酔科：琉球大学病院から離島・北部地域への指導医の派遣実績（直近５年）】

県立宮古病院（沖縄県宮古島市）············ R3:2名、R4:1.75名、R5:1名、R6:1名、R7:1名（常勤）

県立八重山病院（沖縄県石垣市）············ R3:1名、R4:1名（常勤）

県立北部病院（沖縄県名護市） ················ R3:1名、R4:1名、R5:1名、R6:1名、R7:1名（常勤）

資料１-４
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（案）

北部地区医師会病院（沖縄県名護市）··· 6～11名/年（週2回ローテーション）

【精神科：宮古島、石垣島における状況】

宮古島、石垣島において精神科を有する唯一の病院である県立宮古病院、県立八重山

病院には、各４人の精神科医師の定数があるが、ここ数年は次年度の医師が０になる危

機的状況を迎えることを繰り返しており、県立病院医師の定年を延長するなどしてかろ

うじて賄っている状態。以前は、岡山県や兵庫県などの県外病院からの派遣もあった

が、現在、派遣は終了している。

（別添資料）関係機関意見

２．その他の意見

なし
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（参考）R6 国へ提出意見

国から都道府県への協議に関する意見

都道府県 名： 沖縄県

１．令和７（2025）年度シーリング案に関する意見

沖縄県は、東西約 1,000 ㎞、南北約 400 ㎞の広大な海域に点在する有人離島 38 島、無

人島 100 島余りの多数の島々から構成されており、我が国唯一の島嶼県としての地理的

特殊性を有している。また、沖縄本島自体も離島のため近隣県である鹿児島県との距離

が約 660 ㎞と遠く離れ、他の島嶼県とも異なった地理的特性を有することから、地域完

結型の医療提供体制を維持するのに必要となる医師数を引き続き確保する必要がある。

また、データ上で医師が充足しているとされていても、医療現場からは現場感覚と異

なり足りていないとの声があることから、シーリング設定の根拠である医師数や必要医

師数について、実働数を適切に反映させた上で制度設計を行っていただきたい。

以上のことから、島嶼県である本県の実情や実働数を踏まえた計算方法を採用し、精

神科専攻医及び麻酔科専攻医の採用におけるシーリングの撤廃を要望する。

診療科ごとの状況

１ 精神科

・沖縄県の精神科医師の実態は、那覇市及び本島中南部地域を中心とする都市部に集中

し、離島である宮古、八重山や本島北部地域は少なく、また外来医療のみを行うクリ

ニックの比率が高いため、入院医療を担う精神科医師の数は不足し定着も困難な状況

にある。他方で、地域移行・地域定着支援のために病院勤務医が担う業務のニーズも

増えている。

・シーリングが実施される前までなんとか維持されてきた離島、北部地域への県外から

の医師の派遣も、県全体として沖縄県は精神科医師充足県とされているため、近年離

島の精神科医師の撤退が加速し、深刻な問題になっている。シーリングにより精神科

医を志す専攻医が地域医療に携わる機会を失うことにもなりかねず、県全体で均質な

精神科医療体制の確立を目指すことにも反する。

・沖縄県においては、下記のような個別の事情もある。

① 社会経済的背景や歴史的背景などの外的要因も相俟って全国と比較して受療率等が

高い。

② 県外からの応募者が多く、県内に残らないため地域医療に貢献できない。

③ 精神科医が高齢化しているため実動の数とはいえない。

２ 麻酔科

・これまで沖縄県内の麻酔医療を支えてきた初期の麻酔科医が退職し麻酔医療から離

れ、働き方改革も相俟って救命救急センターですら麻酔科医不足が発生している事実
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（参考）R6 国へ提出意見

等に照らせば、シーリングの根拠となっている数値は、医療現場の実態との間に

ギャップがある。

・特に、沖縄本島から海上を隔てて遠隔にありそれぞれの人口が５万人程度の離島医療

圏（宮古、八重山）については、最低限、当該各医療圏内において外科手術・全身麻

酔を可能とする医療提供体制の確保が求められ、そこに麻酔科医を配置していくため

には相応の専攻医数が必要である。

・また、医療レベルの向上に伴い、沖縄県全体で手術件数が著しく増加し、麻酔科医の

育成スピードを凌駕する程である。

・現状として、宮古病院では麻酔科医 1名欠、八重山病院では 2名欠ならびに北部地区

では 3名の麻酔科医しかおらず 4名程度の麻酔科医が不足している状態が続いてい

る。

・麻酔科医を志す医学生や初期研修医には「沖縄県内の麻酔科医は充足している」とい

うような誤った情報発信となって、麻酔科医を志望する初期研修医数の減少に繋がっ

ている。

２．その他の意見

なし
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